
   米子広域シルバー人材センター、緊急時の連絡先について 
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   電話の際は、「会員の○○○○です」と必ず名乗っていただくようお願いします 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の契約金額  

年 度 
６月実績 年度累計（４～６月） 

請 負 派 遣 計 請 負 派 遣 計 

令和５年度 18,900 4,134 23,034 45,621 11,390 57,011 
令和４年度 19,441 3,481 22,922 46,308 9,841 56,149 
対前年比(％) 97.2 118.8 100.5 98.5 115.7 101.5 

 

             会員証の発行について （※希望者に発行します）

  🔶 🔶  

     

     

  

 会員の皆様の想いを事務局だよりに掲載します。ご連絡をお待ちしています！ 
  

  

 

  

  

  

  

 

540
（単位：千円） 

開催場所 〇印  
 米子市シルバーワークプラザ 
 多目的ホール(米子市錦町１丁目 110)

８月のスマホ教室 
  8/3(木)15:00～16:30 
 （※8 月は 1 回のみ開催）
 

８月のスマホ相談会 
  8/4(金)10:00～17:00 
 （※8 月は 1 回のみ開催）

 

  

  

  

  

   

 

  

   



 

     

 皆生トライアスロン大会 除草清掃ボランティア  会員４０名+事務局２名が参加  

  

  

  

  

  

  

  

  米子市シルバーワークプラザが６月１日付で指定緊急避難場所及び指定避難所に指定されました。

  対象とする災害が発生した場合、避難所として利用されることがあります。 
 

  １ 指定した指定緊急避難場所及び指定避難所（屋内） 

名 称 米子市シルバーワークプラザ 

所 在 地 米子市錦町１丁目１１０番地 

面 積 ２５８㎡ 

収 容 人 数 １５６人 

地 区 啓成地区 

避 難 所 指定緊急避難場所（洪水、津波等異常な現象の種類ごとに緊急に避難するための場所） 

指定避難所（被災者等が、一定期間滞在することができる施設） 

対象とする災害 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、高潮、地震、津波、大規模な火災、内水氾濫、火山現象 

建 築 年 月 平成８年２月 

耐 震 化 済 

  ２ 指定した指定緊急避難場所（屋外） 

シルバー会員の 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

  

       

 

  

 

前売り券から更に優待価格で提供（BSS 山陰放送）

 

 

 

 



  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

🐼 🐹 



 ８月の入会説明会     

            

 

  ①入会説明会 ・・・即日仮会員登録 （正会員登録は就業してから） 

    ８月１日（火）１３：３０～  ８月１６日（水）１３：３０～ 
     ※都合が悪く開催日に来られない方には、個別に入会説明を行います。  

  ②新入会員研修会 
    ８月１日（火）１４：００～  ８月１６日（水）１４：００～ 
     ※個別に入会説明を受けられた方は、直近の新入会員研修会に参加してください。 
  開催場所 米子市シルバーワークプラザ ２階多目的ホール（米子市錦町 1-110） 

年 会 費 入会初年度は 250 円×在籍月数 （翌年度以降は、年会費 3,000 円） 

 

 ８月の就業相談会  
  ８月１７日（木）１３：３０～ 米子市シルバーワークプラザ ２階会議室（米子市錦町 1-110） 

 

 ８月の配分金・派遣賃金支払日  

  ７月分は、８月２５日（金）の支払いになります。 

   【請負】 青の封筒で明細書を郵送します。   【派遣】 圧着の葉書で郵送します。 

 

令和５年度の年会費について（お知らせ） 

       

      

     

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 無届就業はやめてください  

  必ず事務局を通してから就業を行ってください 

   万が一、事務局を通さずに就業し怪我をされ、また財物に損害を与えてもシルバー保険の 

  対象となりません。また、お客様とのトラブルは全て個人で解決していただくことになります。 

  お客様から直接依頼があれば、事務局に電話をしていただくようお伝えください。 

 

 

「仕事のご案内」情報を館内に掲示しています!! 


